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公共建築物における県内産木材の利用方針

平成２４年２月

彦 根 市

第１ 方針の作成にあたって

１ 公共建築物における木材の利用の意義

森林は、木材生産機能とともに、水源のかん養、山地災害防止、快適環境形成

等の公益的機能を有し、私達の生活に欠かすことの出来ない重要な資源である。

とりわけ、昭和４０年代以降は全国的に、スギ、ヒノキの植林が進み、これら

の人工林資源の多くが、育成の段階から木材として利用できる段階となりつつあ

ることから、利用を前提とした森林整備が、森林の保全・管理を適切に推進して

いく上での重要な課題となっている。

こうした状況の中で、森林から生産される木材は、調湿性や断熱性に優れた人

や環境に優しい資材であるとともに、再生可能なバイオマス資源であることから、

住宅等の建築用材や燃料用材として利用することはもちろんのこと、地域の林業

や木材産業の活性化による雇用拡大や地域経済の振興に資するものであること

など、木材利用には大きな意義がある。

２ 公共建築物における木材の利用の背景

国においては、「我が国の社会構造をコンクリート社会から木の社会へ転換す

る」との考え方のもと、平成２１年１２月に「１０年後の木材自給率５０％」を

目指す「森林・林業再生プラン」を公表し、住宅や公共建築物等への木材利用の

推進を図ってきた。

とりわけ、公共建築物における木材の利用は直接的効果だけではなく、公共建

築物以外の住宅等の一般建築物における木材の利用の促進への波及効果が期待

できることから、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成

２２年法律第３６号。以下「公共建築物木材利用促進法」という。)が制定され、

これに基づく基本方針が平成２２年１０月に策定された。この基本方針では、公

共建築物において非木造化を指向してきた過去の考え方から、可能な限り木造化

または木質化を図るとの考え方へ大きく転換している。これを受けて、国土交通

省では官庁施設の営繕にあたって必要となる、木造施設の設計に関する技術的事

項および標準的手法を定めるため、「木造設計・設計基準」を平成２３年５月に

制定した。

一方、滋賀県では、平成１０年の「滋賀県木材利用推進連絡会議」の設置や平

成１６年４月の「琵琶湖森林づくり条例」の制定、平成１７年１月の「琵琶湖森

林づくり基本計画」の策定とともに、平成２２年３月の当基本計画の改訂では、

「急がれる滋賀県産木材の安定供給体制の整備」を重要テーマの１つとして位置
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づけるなど、県内産木材の利用促進に取り組んできた。このたび、国の基本方針

に基づき、「公共建築物木材利用促進法」第８条に定める都道府県方針として、

平成２３年１２月に「公共建築物における滋賀県産木材の利用方針」を策定され

た。

こうした公共建築物等における木材利用の促進に関する国や県の動向を踏ま

え、彦根市では、当市が整備する公共建築物等の木造化ならびに木質化を推進し

ていくために、滋賀県が策定した「公共建築物における滋賀県産木材利用方針」

を準拠し、「公共建築物等木材利用促進法」第９条に定める市町村方針として、「公

共建築物における県内産木材の利用方針」をここに示す。

第２ 木材の利用の促進の基本的方向

    滋賀県が策定した「公共建築物における滋賀県産木材利用方針」に準拠し、

木材の利用の目標ならびに目標の実現に向けた取り組みを以下に示す。

    なお、当市が定める地域産木材とは、広く滋賀県内産木材とする。

１ 木材の利用の目標

滋賀県が策定する琵琶湖森林づくり基本計画の基本指標である「平成３２年

度の県産木材の素材生産量１２万立方メートル」の目標に沿い、次の（１）～

（４）のとおり、公共建築物の整備等において積極的な木材の利用を図る。

（１） 公共建築物

・低層の公共建築物については、原則として木造化を図るとともに、公共

建築物の内装等について、木材の利用が適切である部分における木質化

を促進する。（注１）

・公共建築物の木造化および木質化を進めるにあたっては、積極的な県内

産木材の活用を図る。（注２）

・暖房器具やボイラーを新たに設置する場合は、木質バイオマスを燃料と

するものの導入に努める。

（２） 公共工事

公共工事においては、極力自然環境や生態系、景観に配慮した工法を進め

ていくため、木材の特性を生かせる施工箇所については、積極的に県内産木

材を利用する工法を採用する。（注３）

（３） 物品

彦根市では、「グリーン購入推進手順書」（平成２０年４月１日）を定め、

物品の購入を通じた環境保全への取り組みを進めている。

木材は環境にやさしい自然素材であり、繰り返し活用できる有効な地域資

源であることから、木材を原材料として使用した備品および消耗品の利用を

促進し、積極的に県内産木材を活用した木製品の導入を進める。

（４） 木質資源の有効活用

未利用木質資源の有効利用は、資源循環型社会の構築に寄与することから、
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木質資源のエネルギー利用および新用途開拓に努める。

２ 目標の実現に向けた取り組み

   県内産木材によって木材の利用を促進していくためには、特に供給面にお

いて様々な課題を抱えていることから、滋賀県が示す「公共建築物における滋

賀県産木材の利用方針」に基づき、課題への対策とともに木材の安定供給に向

けた具体的な対策について滋賀県と連携し木材の利用促進に取り組んでいく。

第３ 木材の利用の促進のための体制

庁内ならびに県関係機関と連携し、公共建築物等における県内産木材の安定的

な供給と需要の拡大を図り、木材の利用の促進がより円滑に進むよう体制の整備

に努める。

（注１）

低層の公共建築物とは、建築基準法その他の法令に基づく基準において、耐火

建築物とすることが求められていない建築物を指す。高さが１３メートル以下、

かつ軒高が９メートル以下で延べ面積が３千平方メートル以下であれば、構造の

制限はなく木造とすることが可能であるが、これを超える建築物は主要構造部を

耐火構造としなければならない。ただし、高さが１３メートルを超え、又は軒高

が９メートルを超える木造建築物は、一定の防火上の基準を満たすことにより、

主要構造部を耐火構造としなくとも建築可能である。

耐火構造等

木造で可

高さ、

軒高
階数

１３m、   

９m 超

４～

３ ① 時間準耐火の措置等

２ ①１時間準耐火の措置等       

又は                    

②３０分の加熱に耐える措置等
１

１３m、   

９m 以下

３,０００㎡

（注２）

木造化：建築物の新築、増築または改築に当たり、構造耐力上主要な部分である

壁、柱、梁、けた、小屋組み等の全部または一部に木材を利用すること。
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木質化：建築物の新築、増築または改築または模様替に当たり、天井、床、壁、

窓枠等の室内に面する部分および外壁等の屋外に面する部分に木材を

利用すること。

（注３）

経済性、現場条件、耐用年数および施工上特に支障がある場合は、この限りで

はない。なお、経済性については、環境効果等も勘案して判断するものとする。


